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住  所 ：揖保郡太子町太田１５１４－１ 
 

Ｔ Ｅ Ｌ ：０９０-４７６２-０９２３ 
 

営業時間 ：１０：００～１８：００  

 

定 休 日 ：日・祝 
 

代 表 者 ：髙下 兼吾 

私の会社は、国道2号線沿いにある倉庫を拠点に、

自動車の板金塗装を手掛ける企業です。 

代表である私は、これまで15年間にわたり自動車

整備業に従事し、特に板金部門で多くのお客様の

大切な車に携わってまいりました。月日を重ねる

中で、「もっとお客様に寄り添ったサービスを自

分自身の責任で提供したい」という強い想いが芽

生え、創業を決意いたしました。 

自動車は、生活や仕事を支えるかけがえのない存

在です。私自身もこれまで、車のトラブルによっ

てお客様が困り果てている場面を何度も目にして

きました。その度に、「自分がもっと力になれた

ら」という気持ちを抱き続けており、お客様が安

心して車を利用できるよう、日々努力を惜しみま

せんでした。 

また、地域の皆様から「困ったときはあの会社に

頼めば大丈夫」と思っていただけることが、私に

とって最大の喜びです。 

私の原点には、常に 「人の役に立ちたい」 とい

う想いがあります。これまで培ってきた経験と技

術、そして地域への感謝の気持ちを胸に、安心と

信頼をお届けする会社として、これからも成長を

続けてまいります。どうぞ当社にご期待くださ

い。 
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昨年から、太子町観光大使の活動期間が２年となり、１名ずつ１

年交代に変更になりました。その関係で今回新しく第５代観光大

使に野田歩香さん（写真右）と昨年に引き続き福田佳那子さん

（写真左）が就任しました。１０月２８日に就任式があり、お２

人は就任にあたり、太子町の魅力発信に向けた思いや決意を語っ

てくれました。 

野田歩香さんにはこれから２年間、福田佳那子さんにはこれまで

の１年間の経験を活かして、残りの１年間、太子町観光大使とし

て町の魅力を積極的に発信・ＰＲして、このまちを盛り上げてく

れることを期待しています。 

    第５代太子町観光大使が決定しました   

  太子町商工会 会館使用料の改正について 
当会館では、施設の維持管理費や光熱費等の高騰により、現行の使用料を維持することが困難な状況になっております。 

誠に恐縮ではございますが、令和８年６月１日より会館使用料を下記のとおり改定させていただく予定です。 

 

 

使 用 料 徴 収 基 準 

区 分 金  額（円） 備  考 

 

      室    料 

 

  ９時～１２時 

 １２時～１７時 

   上記以外 

 

  冷暖房料（１時間） 

    冷 房           

     暖 房 

  

     大会議室  

  

 ３,０００⇒ ４,０００ 

 ４,０００⇒ ５,０００ 

 ６,０００⇒ ７,０００ 
 

 
 

 

 

 １,０００⇒ １,５００ 

 １,０００⇒ １,５００ 

 

 

      中研修室 

 

 １,５００⇒ ２,０００ 

 ２,５００⇒ ３,０００ 

 ４,０００⇒ ４,５００ 
 

 
 

 

 

    ３００⇒ ５００ 

  ３００⇒ ５００ 

 

      会 員 外 

 

  法人２０,０００円 

   （同 額） 

 

  個人 ７,０００円 

     ⇓ 
   １０,０００ 

   を加算する 

 

    「電気代が安くなる」などの訪問販売・電話勧誘にご注意を！  
平成２８年４月１日から、電力の小売全面自由化が始まりました。これに伴い、根拠もなく「電気代が安くなる」など

と言って、契約会社の切替えを促す勧誘、太陽光発電システムやプロパンガスなどの設置契約をせかす勧誘、個人情報

を聞き出そうとする不審な電話や訪問に関する相談が増えています。 
 

相談事例 

【事例】電気の契約切替えトラブル 

 突然、知らない電気事業者が訪問してきて、「今よりも電気代が安くなりますよ。電気料金の明細を教えてほし

い。」と言われた。よくわからずに言われるままに、検針票に書かれた番号などの情報を伝えた。その後、タブレット

の画面上でサインをした。後日、電気の切替え契約が成立していたことがわかった。そのような契約をしていたという

意識は全くなかった。 
 

大手電力会社を名乗るところから「余った電力を安く買い取り、安く電力を供給している。契約番号を教えてほしい」

と電話があり、不審に思わずに、契約番号などを伝えた。いつの間にか見知らぬ小売電気事業者との契約に切り替わっ

ていた。 

契約の切替えを勧誘する事業者から、スマートメーターの設置名目で契約情報を聞き出された。 
 

【アドバイス】 

電気の契約切替えについて電話があった場合は、事業者名を確認するとともに、自らの意思を明確に伝えましょう。 

切替え検討の意思が無ければ、検針票の記載情報は伝えないようにしましょう。 

電話勧誘や訪問販売で契約した場合、クーリング・オフ等ができる場合があります。 

契約先を切り替える際、契約条件をしっかり確認しましょう。 

困った場合にはすぐに相談しましょう。 
（国民生活センターホームページより引用） 

※通信料金が安くなるなど、同じような手口の勧誘にも気を付けてください。 


